
 

 

令和８年度狭山市特定健康診査受診率向上対策業務委託仕様書 

 

１． 業務名  令和８年度狭山市特定健康診査受診率向上対策業務 

 

２． 業務の目的  

狭山市国民健康保険では、被保険者の健康の保持・増進および長期的な医療費の抑制のため保健

事業を実施しており、その中でも、特定健康診査（以下「特定健診」という。）の受診率の向上は重要な課

題となっている。  

本業務は、データを活用した特定健診の未受診者及び継続受診者に向けた効率的・効果的な受診勧

奨を実施することで、受診率の向上を図り、第３期狭山市国民健康保険保健事業実施計画（データヘル

ス計画）・第４期狭山市国民健康保険特定健康診査等実施計画にある令和８年度の受診率５０％を目指

すことを目的とする。  

 

3. 履行期間  契約の締結の日から令和９年３月３１日まで  

 

4. 履行場所  埼玉県狭山市入間川１丁目２３番５号 

 

５．業務内容  

狭山市（以下「甲」という。）が受託者（以下「乙」という。）に委託する業務は次のとおりとする。  

（１） 甲が行う業務  

関係データ等の提供  

ア 甲は委託業務に使用するため、健診結果データ等（別紙１「甲が乙に提供するデータ等」に示すもの）

を乙に提供する。  

イ データの提供に当たっては、原則として甲から乙へＬＧＷＡＮを通じて提供するものとする。  

ウ イの運用ができない場合は、乙が指定する追跡可能な配送サービス（レターパックプラス、書留、特定

記録郵便、ゆうパック等）またはセキュリティの担保されたファイル共有サービスの利用により甲乙間

でデータの授受を行う。  

エ イ及びウの運用ができない場合は、甲乙協議の上、個別に提供方法を定める。  

 

（２） 乙が行う業務  

事業実施に先立ち、甲の特定健診受診率向上に向けた現状・課題分析を行い、以下の業務内容の具

体的な内容を記載した、事業計画を策定する。  

ア 特定健診等データ分析業務  

(ｱ) 受診率向上に効率的・効果的な受診勧奨を実現するためのデータ分析業務を行う。  

(ｲ) 健診結果データ等の各データファイルを統合し、データ分析が可能になる状態にデータを加工す 

る作業を行う。  

(ｳ) 健診結果データ等を分析することにより、受診勧奨すべき対象者（以下「受診勧奨対象者」とい

う。）を特定し、分類すること。なお、特定する際には、通知勧奨の対象人数に合わせて優先付けを



 

 

すること。  

イ はがきによる受診勧奨通知の作成・発送業務  

アに定めるデータ分析の結果を基に、次のとおり受診勧奨を実施する。  

(ｱ) 対象者  

全健診対象者の中から、分析により特定した受診勧奨対象者のうち、甲が合意した者。  

(ｲ) 通知物の内容  

通知物（受診勧奨用資材）については、アで分類したそれぞれのグループに最適な通知の内容で

あり、行動変容を促す手法等、受診率向上のための工夫を加えた受診勧奨メッセージでの通知を作

成する。なお、受診勧奨メッセージについては、甲の確認を受けなければならない。  

(ｳ) 通知物の発送時期及び予定通数  

１回目の発送（令和８年９月上旬）  予定通数１６，０００通  

２回目の発送（令和８年１１月下旬） 予定通数１６，０００通  

※発送時期、通数については予定であり、甲と乙の間で協議の上、受診勧奨効果が見込める時期

に発送する。  

(ｴ) 通知物の印刷  

甲が提供する情報を基に送付対象者の郵便番号、住所、宛名を記載した通知物を圧着形式のは 

がきの形式で印刷する。  

(ｵ) 通知物の宛名印字  

宛名については、甲が提供する最新の情報（転居情報等）が全て反映されているものとする。宛名

印字に関しては漢字にて行い、外字ファイルを提供するため、外字変換に対応する。漢字印字を行う

際、外字対応ができない場合は原則カナ印字で発送対応を行う。なお、宛名の印字に使用するデー

タ授受の回数は、当該データに不備がある場合等を除き、原則１回とする。  

(ｶ) 受診勧奨対象者の最終決定  

既健診受診者等の除外対象者となる情報を基に、最終的な勧奨対象者を決定し、通知物の発送

を行う。除外対象者の情報は、原則、発送日の約２週間前までに甲が乙へ提供する。  

(ｷ) 通知物の校正  

通知物の印刷内容に関して、甲に事前に校正の確認を行う。校正は最大３回とする。  

(ｸ) 通知物の発送  

甲から提供する受診勧奨除外対象者となる情報を基に、最終的な勧奨対象者に発送を行う。なお

発送に係る費用については、この契約の委託料に含むものとする。  

(ｹ) サンプル納品  

校了後速やかに、甲に対し、特徴ごとに分類したグループごとに１０部ずつ通知物サンプルを納品

する。  

ウ 健診用特設Ｗebサイト（ランディングページ）を用いた受診勧奨 

(ｱ) 健診用特設Ｗｅｂサイト（ランディングページ）の作成 

乙は受診を促すための健診用特設Ｗebサイト（以下、「ランディングページ」という。）を、甲乙協議

の上で作成する。ランディングページは健診体制に応じで１ページまたは複数ページ作成し、ページ

の仕様、ＵＲＬは受託者が指定する。 



 

 

(ｲ) デジタル勧奨サービスの環境構築等 

乙は(ｱ)の業務を履行するため、ランディングページのアクセス状況等の分析等に必要なシステム

の環境構築を行うこととする。また、乙は、ランディングページのアクセス状況等を取得し、当該情報

等をランディングページを用いた受診勧奨の効果向上のために活用することができる。 

(ｳ) 定期的なメンテナンスの実施 

甲及び乙が必要と判断した場合、ランディングページの稼働を一時的に停止のうえ、保全・改修目

的のメンテナンスを実施することとする。  

エ 受診勧奨実施結果の分析・報告業務  

(ｱ) 期中報告  

アの分析結果について、甲に報告する。結果を踏まえ、どの対象者に受診勧奨を実施するか、甲と

協議の上決定する。  

(ｲ) 期末報告  

委託期間中の最新の受診結果データに基づく、受診勧奨事業実施による受診率の変化等ついて

効果検証を実施し、その結果を甲に報告する。また、医療機関分析や通院中未受診者分析等につい

て、その結果を甲に報告する。効果検証を基に、次年度以降に実施すべき受診勧奨業務の有効な施

策について、提案を行う。  

 

（３） 甲及び乙が行う業務  

ア 委託業務の開始に当たり、甲及び乙は委託業務の詳細を決定する打合せを実施する。  

イ 打合せの日時・方法については、甲及び乙が協議の上で決定する。  

 

（４） その他の事項  

ア 乙は甲が要請する緊急の連絡や協議には実務上可能な限り迅速に対処する。  

イ 受診勧奨業務の実施にあたっては、作業工程について、乙から甲にその内容を提出すると共に、甲 

及び乙双方が監督員（責任者）を決め、各作業について適正に実施されているか確認の上、作業をす

すめていくこととする。  

ウ 委託料の支払いは、当該年度の全ての業務が完了した後、完了検査を実施したうえで一括して支払

う。  

エ 甲から提供されたデータ等について、個人が識別できないよう加工した分析結果及び統計情報であ

って、甲が承認したものについては、乙の業務の改善等に利用（複製、複写、改変、第三者への提供を

含む。）することができる。  

オ 委託業務により生じた成果物（通知物のデザイン等を含むがこれに限らない。）に対する知的財産権

は、乙に帰属するものとする。ただし、甲は、本契約の期間中、甲乙協議のうえ、乙の定める条件に従っ

て当該成果物を無償で使用することができる。また、甲は、成果物が著作物に該当するとしないにかか

わらず、成果物を改変、公表等するにあたっては、事前に乙の承諾を得るものとする。  

カ 個人情報の取り扱いについては、委託契約書に定めのあることのほか、個人情報保護条例等につい

ても遵守し、適切な管理を行うこととする。  

キ その他、業務仕様書に定めのない事項については、甲及び乙が協議して定める。  



 

 

別紙１  

甲が乙に提供するデータ等 

 

甲は、特定健康診査受診勧奨再勧奨事業に係る業務委託業務仕様書の定めに従い、実施する事業に

応じて以下のデータを乙に提供する。  

なお、甲から提供されたデータは、乙の定める様式等に合うように乙が加工し使用することができる。  

 

１． データ分析のために提供するもの  

（１） 特定健診・特定保健指導データ(特定健診等データ管理システムより抽出)  

･ＦＡＫＣ１６５／ファイル形式：ＣＳＶ 過去４年度分（前年度分を含まない）  

・ＦＡＫＣ１６７／ファイル形式：ＣＳＶ 過去５年度分（前年度分を含む）  

（２） 特定健診対象者データ(特定健診等データ管理システムより抽出)  

・ＦＡＫＣ１７３及びＦＡＫＣ１６１／ファイル形式：ＣＳＶ 当年度を含む３年度分  

※各年度の当初時点(４月１日)で、その年度内の健診対象全員のデータを含むもの。  

(3) 被保険者情報データ（国保データベース(以下「ＫＤＢ」という。)システムより抽出）  

・被保険者管理台帳（ＫＤＢ帳票 p26_006）／ファイル形式：ＣＳＶ  

 

2. 印刷・発送のために提供するデータ  

（１） 宛名印字用データ  

・宛名データ／ファイル形式：Ｅｘｃｅｌ  

※文字コードは Shift-JIS、フォントはＭＳ明朝とする。  

※個人識別番号（１⑴～⑶のデータに含まれる番号と同一のもの）、郵便番号、住所、住所方 

書、漢字氏名、カタカナ氏名を含むもの。  

(2) 外字ファイル(ＴＴＥ)  

 

3. 通知文作成用データ  

(1)特定健康診査の実施日や医療機関等通知文作成のうえで必要なデータ  

(2)市章データ  

 

４ 通知文の発送の都度提供するデータ  

(1)発送対象除外データ／ファイル形式：Ｅｘｃｅｌ 

  

５ 報告書作成のために提供するデータ  

健診受診結果データ／ファイル形式：Ｅｘｃｅｌ、ＣＳＶ当年度を含む３年度分  

※受診者の個人識別番号、受診年月日（８ケタ）、受診区分を含むものとする。  

 

６ その他業務実施の上で必要なデータ  

業務を実施する上で、仕様書に定めのないデータが必要になった場合、甲と乙協議の上、提供する。 


